
※現在返済猶予適用数は320万件(60兆円)

4．建設会社の倒産比率、25.1％(インターネットより)

①栃木県内、清水先生、8,000社×0.251＝2,008社

②建設関係『県内で2,000社が消える』
建設関係で栃木市内160社が消える

5．当社が頑張っていても、お客様にこんな会社があれば、共倒れ

お客様のこんな症状は？

①経営改善計画書の提出を求められている

②借入債務の返済が、10年以内に出来ない

③借入金の元本返済を猶予してもらい、実質破綻先、
又は、破綻懸念先と見られている

④借入金が多く、利払いだけで利益は出ない

⑤銀行から支援は止められ、担保物件の売却要請が来ている

※自社の取引先に上記のような会社はないか徹底チェック

この激動の時代を生き残る為に

https://ta-k.co.jp/aragane/1195/

